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ゆずりあい
心の余裕が

� 事故防ぐ
（関東）柴又運輸㈱

阿部　昭人
（全国トラック交通共済協同組合連合会　令和 6 年度事故防止対策標語優秀賞）

（公社）長崎県トラック協会
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表紙写真：松の森天満宮：長崎市上西山町 4 - 3
諏訪神社、伊勢宮とともに長崎三社に数えられています。
1625年に今博多町に創建し、1656年に現在の地へ遷宮しました。 江戸時代より学問の神として信仰されています。
本殿の外囲いの瑞垣の欄干間にはめ込まれた30枚の板には、県指定有形文化財の職人尽が薄肉浮彫りされています。
正徳三年（1713年）、社殿改修の際に奉納されたもので、彫刻者は御用指物師喜兵衛、同藤右衛門です。下絵を描い
た画家は不詳であるが、当時の長崎奉行御用絵師の小原慶山ではないかと考えられています。天保三年（1832年）に
は、唐絵目利の石崎融思が彩色を施しました。職人風俗が精緻に描写されたこの彫り物は、歴史民俗資料としての価
値とともに美術品としても高く評価されています。菅原道真公を祀る天満宮で長崎の学問の神様として古くから人々
に親しまれてきました。受験シーズンには合格祈願の絵馬が多く奉納されます。
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新 年 を 迎 え て
公益社団法人　長崎県トラック協会�

� 会　長　馬　場　邦　彦

馬場会長 塚本副会長 筒井副会長永野副会長

　新年あけましておめでとうございます。

　令和８年の新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
　平素より、会員事業者の皆様ならびに関係各位におかれましては、当協会の運営につきまして格別
のご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

　まず初めに、国民生活と産業活動を支える公共的物流サービスの担い手として、社会との共生を図
るため、積極的に事故防止や環境対策に取り組むとともに、災害発生時には緊急物資輸送の中心的な
役割を担うなど、国民の暮らしと経済を守るため、日々努力されている会員事業者の皆様、また、最
前線で懸命に輸送業務に従事されているドライバーの皆様に、深く敬意を表するとともに厚く御礼申
し上げます。

　さて、昨年は、米国トランプ政権が発足し、いわゆるトランプ関税により我が国経済や社会情勢に
少なからぬ影響が生じ、物流業界におきましても、従来からの課題や昨年施行されました「物流関連
二法」への対応に加え、新たな対応も求められるなど、厳しい情勢が今後とも続いていくものと思わ
れますが、新たに発足した高市政権の経済安全保障政策、特に物流分野での政策に期待したいと考え
ております。

　このような中、昨年 ６月には、ドライバーの適切な賃金の確保、業界の質の向上を図ることを目的
とした「トラック適正化二法」が成立し、今春以降施行されていく予定ですが、これは業界にとって
非常に素晴らしいものであり、この内容を実現するために事業者一体となって取り組んでいくことが
不可欠であると考えております。

　本県におきましても、課題山積の中、引き続き「燃料価格高騰対策」は重要な課題であり、協会と
いたしましては、昨年11月に県選出与党の国会議員に業界の窮状を訴えるとともに、12月には、県に
対しましても、軽油引取税の暫定税率廃止後の「長崎県運輸事業振興助成補助金」の維持ならびに「重
点支援地方交付金」を原資とした助成制度の継続等について要望いたしました。結果としまして、県
では、令和 7年度補正予算で貨物運送事業継続への助成制度の継続が決定されました。

　また、今後もドライバー不足が続くものと予想されますところから、現在、官民を挙げて取り組ん
でいる適正な外国人雇用について、我々業界も人材確保の選択肢の一つとして関心を持ち、様々な情
報の収集、関係法令や制度・手続への理解を深めながら外国人材の活用を図っていく必要もあるので
はないかと考えており、協会といたしましても関連する研修等を開催する予定であります。

　このような厳しい情勢の中、本年も業界の発展と社会的地位の向上のため、役職員一同取り組んで
参りますので、より一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに皆様方のご健勝とご多幸を心より祈念し、年頭のご挨拶といたします。

年 頭 の ご 挨 拶
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年 頭 所 感

公益社団法人　全日本トラック協会�

� 会　長　寺　岡　洋　一

　令和 ８年を迎えるにあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　昨年 ６月、前任の坂本克己最高顧問の後任として全日本トラック協会の会長に就任しました。昨年

は私個人にとっても、そしてトラック運送業界にとっても激動の年だったといえるでしょう。

　まず、昨年 ４ 月には「改正物流法」（新物流効率化法、改正貨物自動車運送事業法）が施行され、

５ 月には「取適法」（製造委託等に係る中小受託事業者に対する支払の遅延等の防止に関する法律）

が成立し、今年 １ 月 １ 日から施行されました。そして、 ６ 月には「トラック適正化二法」（改正貨物

自動車運送事業法、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律）が成立

しました。また11月の与野党合意により、今年 ４月 １日に軽油引取税の暫定税率が廃止されることに

なりました。軽油引取税の暫定税率廃止に伴い、運輸事業振興助成交付金の維持に向け、超党派によ

る議員立法で先の臨時国会に「運輸事業振興助成法改正案」（運輸事業の振興の助成に関する法律の

一部を改正する法律案）が提出されました。令和13年 ３ 月31日までの ５年間、現行の交付金制度が維

持される内容となっています。

　トラック適正化二法の成立や運輸事業振興助成法改正案の国会提出に至ったのは、国会議員の先生

方や国土交通省をはじめとした関係省庁及び労働組合のご理解はもとより、業界の皆様が一致団結し

て必死に汗を流してきた結果だと考えております。改めて、業界の皆様方のご尽力に心より御礼申し

上げますとともに、運輸事業振興助成法改正案の早期成立に向け、引き続き関係の皆様のご理解・ご

協力お願いいたします。

　トラック適正化二法では、改正貨物自動車運送事業法のなかで、①トラック運送事業の許可につい

て ５年ごとの更新制の導入、②国土交通大臣が定める「適正原価」を下回る運賃・料金の制限、③再

委託の回数を ２回以内に制限するよう努力義務化、④違法な白ナンバートラックの利用を禁止し（罰

則付）、荷主等に対しては是正指導も実施――などを盛り込んでいます。

　また、この事業法を担保するための「貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に

関する法律」（新法）は、①基本方針の策定、②法制上の措置等、③物流政策推進会議――を柱とし

ています。トラック適正化二法で示された内容が実現した暁には、業界を取り巻く景色が一変するの

3―　―
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ではないかと感じています。

　全ト協では、私が委員長を務める、本件に特化した「トラック適正化二法対策委員会」を新たに立

ち上げ、昨年 ８月27日に第 １回委員会を開催しました。第 １回委員会では、委員会設立の意義と経緯

について説明した上で、「改正事業法の全面施行まで ３年。業界の健全な発展に向けて、本日お集ま

りの皆様が一致団結して、全面施行に向けて精一杯取り組んでいきたい」と決意を述べました。

　今年 ４ 月には、「委託次数の制限」と「違法な白トラに係る荷主等の取り締まり」が施行され、続

く第 ２段階は、公布後 ３年以内に施行とされており、令和10年春頃になると思われますが、ここから

「許可更新制度」と「適正原価の遵守義務」が施行することになります。

　全ト協では今後も、国交省と強く連携しながら、トラック適正化二法の全面施行に向けて準備を進

めてまいります。

　燃料価格をはじめとする輸送コスト上昇分や、ドライバーの労働条件改善を進めるための原資につ

いては、荷主に対して適切に運賃・料金として転嫁していくことが基本であり、トラック運送事業者

が適正な運賃・料金を収受できる環境を整備することが重要であると考えます。そうした中で高騰す

る輸送コストや人件費等の上昇分を荷主に転嫁できていない運送事業者が少なくありません。荷主か

らコスト上昇分を運賃・料金として適正に収受できなければ、運送事業者の多くが持続可能な事業経

営を行うことができなくなります。一方で、車両価格について、アルミや半導体等原材料費の高騰、

あるいは安全や環境性能向上のための装備が増えることなどによって価格が高騰しており、全ト協と

して車両価格の高騰問題についてもしっかり対応してまいります。

　さらに昨年 ９月、軽油価格カルテルの疑いで公正取引委員会により石油販売会社に対し、犯則調査

が行われました。大変遺憾なことであり、全ト協としては、徹底的な事実解明と厳正な対処を求める

とともに、公取委の動向を注視し適宜対応を図ってまいります。

　現在、国交省では、トラック適正化二法で規定された適正原価の算定に向けた準備が進められてお

ります。適正原価という指標を国に示していただくことは大変ありがたいことであり、法的根拠のあ

る適正原価が導入されることで、荷主が運送事業者に対して不当な運賃で輸送を依頼することへの大

きな抑止力になることが期待されます。

　一方、適正原価の算定にあたっては、現在、国交省において、全事業者を対象に実態調査を実施し

ており、本調査では全国のトラック運送事業者から原価構造等のデータを提供いただく必要がありま

す。会員事業者の皆様には必ず回答をお願いいたします。

　併せて、全ト協では、適正原価の実効性を高めるとともに、運送事業者が適正な運賃・料金を収受

できる環境の整備を進めるために、国交省をはじめとした関係省庁と連携し、独占禁止法や取適法に

おける取締りや指導の強化、令和 ６ 年11月に体制が強化されたトラック・物流 Gメンによる情報収

集や荷主等による悪質な行為に対する是正指導の強化等を通じて、輸送コスト上昇分やドライバーの

待遇改善に向けた原資を確保できるような取引環境の整備に向け、しっかりと取り組んでいきたいと

考えています。
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　昨年 ４月に施行された改正物流法では、荷主や物流事業者等に対し、トラックドライバーの荷待ち

時間等の短縮、積載率の向上等に資する取り組みを行う努力義務を課しているほか、元請事業者に対

し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付けるとともに、荷主およびト

ラック運送事業者等に対し、運送契約締結時の書面交付等を義務付けています。

　さらに、本年 ４ 月から、一定規模以上の荷主に対して、物流統括管理者（CLO）の選任、中長期

的な計画の作成や取り組み状況の報告等が義務付けられます。取り組みの実施状況が不十分な場合は、

勧告・命令が実施されることとなります。

　これらにより、物流業界の多重下請構造を是正し、実運送事業者の適正な運賃収受を図っていくこ

とになります。

　全ト協では、改正物流法を解説する会員事業者向けホームページを開設したほか、実務者向けに法

改正の内容を分かりやすく解説する動画を公開するなど、会員事業者の理解促進に取り組んでいます。

　また、運送契約の範囲や運賃・料金の明確化を図るため、運送契約締結時に、運送サービス（附帯

業務等も含む）の内容やその対価等について記載した書面の交付が運送事業者と荷主の双方に義務付

けられたことを受けて、全ト協では会員事業者が荷主との運送契約を円滑に、かつ効率的に締結でき

るよう、「運送申込・書面化アプリ」を開発し、デジタル化対応が進んでいない中小運送事業者に無

償で提供しています。

　併せて、全ト協では国交省と連名でリーフレットを作成し、事業者や荷主に向けた広報活動を展開

するなど、業界全体で発信力を高め、改正物流法の周知徹底に努めたいと考えています。

　トラック運送業界は、「安全で安心な輸送サービスを提供し続けること」が社会的使命であり、常

に「安全」を最優先課題と位置付けながら事業を展開しなければなりません。

　しかしながら、事業用トラックが第 １当事者となる死亡事故件数は令和 ６年よりも減少しているも

のの、依然として多い状況にあります。また、根絶すべき事業用トラックによる飲酒事故も依然とし

て発生しているほか、大型車による車輪脱落事故も発生しています。

　国交省では、令和 ７年度までを計画期間とする「事業用自動車総合安全プラン2025」に代わる次期

総合安全プランの策定に向けた準備を進めています。全ト協では、次期総合安全プランを受けて策定

する次期「トラック事業における総合安全プラン」に基づき、事業用トラックが関係する交通事故に

よる死傷者数等の目標達成を図ります。会員事業者の皆様におかれましては、今一度基本に立ち返り、

緑ナンバーの自信と誇りをもって安全運行の徹底に努め、安全・安心な輸送の確保をお願い致します。

　気候変動をもたらす地球温暖化防止のため、全ト協では2050年のカーボンニュートラルを目指し、

「トラック運送業界の環境ビジョン2030」を定めています。本ビジョンのメイン目標として、トラッ

ク運送業界全体の2030年の CO２ 排出原単位を2005年度比で31％削減することを掲げ、環境対応車導

入促進助成事業や「トラックの森」づくり事業などの取り組みを引き続き推進してまいります。また、

「黄金のペットボトル」など社会問題化するゴミのポイ捨て問題についても、業界全体の意識の向上

を図るため、会員事業者の皆様のご協力をお願いいたします。
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　トラック運送事業者が「国民生活と経済のライフライン」としての機能を果たし続けていくために

は、利用者目線での計画的な道路整備の推進が必要です。

　道路を使用するドライバーの労働環境改善の観点から、暫定 ２車線区間の ４車線化やミッシングリ

ンクの解消、渋滞対策の推進、高速道路のサービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）などに

おける駐車スペースの整備・拡充など、多くのトラック運送事業者の輸送効率化に繋がる道路整備の

推進が求められます。また、トラック輸送は国民生活と産業活動を支える公共的物流サービスの担い

手であることから、運送事業者にとって利用しやすい高速道路料金水準が求められます。

　全ト協では全国道路利用者会議と連携して、我が国の生産性を向上させ、成長力および国際競争力

を強化するため高規格道路のミッシングリンクの解消や暫定 ２車線区間の ４車線化、重要物流道路の

整備推進など幹線ネットワークの強化を国交省等に働きかけていきます。また、高速道路料金につい

て、利用に応じた料金制度としつつ、運送事業者向け割引の継続を強く求めていきます。さらに、ド

ライバーの働き方改革や生産性向上、カーボンニュートラル推進を図るため、利用者目線での渋滞対

策の実施、道の駅などの休憩施設の機能強化、中継物流拠点の整備および交通結節機能の強化などを

求めていきます。

　SA・PA、道の駅における駐車スペースや休憩・休息施設は、労働関係法令の遵守およびドライバー

の労働環境改善のためになくてはならない必要な施設であることから、全ト協では、SA・PA、道の

駅における大型車および特大車用の駐車スペースや休憩・休息施設となる建屋内設備の整備・拡充、

特にシャワー施設の設置箇所拡大について、引き続き国交省等に対して要望活動を行っていきます。

　我々トラック運送事業者の願いは、エッセンシャルワーカーとして物流の現場で日々奮闘している

ドライバーに、夢や希望、誇りを胸に、「我々が日本のくらしと経済を支えている」との熱い思いを

もちながら、日々仕事をしてもらうことに他なりません。

　多くの運送事業者が荷主等に対して果敢に運賃・料金交渉を行い、適正運賃・料金を収受すること

で、ドライバーの地位向上と労働条件の改善が図られるとともに、それが安定的な物流の確保に繋が

り、国民経済の健全な発展に寄与するのです。

　スピード感をもちながら重点的に解決していかなければならない課題は、地域によって温度差があ

り様々です。私は、「業界内の風通しを良くしていくこと」も非常に重要であると考えています。会

員事業者の皆様方から、様々な課題を全ト協に対し積極的にご提供いただくとともに、全ト協として

は、そうしたお声に真摯に耳を傾け、「会員ファースト、業界ファースト」で業界の健全な発展に資

する諸施策を強力に推し進め、個々の事業者の持続的な成長に繋げていきたいと考えております。

　会員事業者の皆様方のますますのご発展とご健勝、ならびにご多幸を心より祈念し、新年のご挨拶

とさせていただきます。
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年 頭 の 辞

　　長崎運輸支局長�

� 　大　上　　　圭

　新年明けましておめでとうございます。

　令和 ８年の新春を迎え、謹んでご挨拶を申し上げます。

　公益社団法人長崎県トラック協会並びに会員の皆様には、日頃より国土交通行政全般にわたりご理

解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

　昨年を振り返りますと、猛暑や物価高など社会環境が大きく変化する中、県内ではながさきピース

文化祭が開催され、地域の伝統と文化を見直す機会となり、また、国内では大阪・関西万博も開催さ

れ、自動運転技術をはじめ未来社会のデザインを考える機会にもなりました。本年が、伝統や文化を

次代へ繋げ未来に向けて大きく発展する明るい年になることを祈っております。

　さて、トラック運送事業を取り巻く環境は、深刻な運転者不足が続くなど依然として厳しい局面に

ありますが、昨年 ４月に施行されました物流改正法に加えて、本年は昨年 ６月に公布されたトラック

適正化二法の一部施行も予定されています。これらは本年 １月 １日から施行される中小受託取引適正

化法と相まって、社会全体で物流取引の適正化をはかり、国民生活と経済活動を支える社会基盤とし

て必要不可欠な物流を未来に渡り持続していこうとするものです。

　当支局としましても、これら制度の趣旨がしっかりと実現されるよう周知、徹底をはかるとともに、

「トラック輸送における取引環境・労働時間改善長崎県地方協議会」をはじめ関係機関、団体とも連

携し、トラック運送事業が抱える様々な課題や問題の解決に引き続き取り組んでまいります。

　トラック・物流Ｇメン活動については、昨年、公正取引委員会九州事務局や長崎労働局とも連携し、

当支局では初となる合同荷主パトロールを実施しました。本年も引き続き、全国の地方貨物自動車運

送適正化事業実施機関から推薦された適正化指導員「Ｇメン調査員」とも連携して、荷主などによる

違反原因行為の未然防止に取り組んでまいります。

　自動車運送事業における運転者不足につきましては、昨年、県内各地の高等学校を訪問し業界の魅

力をアピールするとともに、業界の行う人材確保の取組みに支援してまいりました。本年は自衛隊と

の連携をはかるなど、引き続き業界の人材確保策に支援してまいります。
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　そして自動車運送事業者の最大の使命は、やはり「輸送の安全・安心の確保」でございます。人身

事故、死傷者数の削減、飲酒運転の撲滅などについて定めた「事業用自動車総合安全プラン2025」の

目標達成に向け、適切な監査の実施、運輸安全マネジメント評価の実施など、関係各所とも連帯し取

り組んでまいります。

　また、トラック運送事業用自動車の事故を防止し安全を確保するため、長崎県貨物自動車運送適正

化事業実施機関とも連携し、トラック運送事業の適正化と輸送秩序の維持・改善・向上に努めてまい

りますので、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

　結びに、物流業界の発展と公益社団法人長崎県トラック協会並びに会員の皆様のご健勝とご多幸、

さらに本年が輝かしい年となりますよう祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

� 以上
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年 頭 の 辞

長崎県警察本部�

� 交通部長　田　川　佳　幸

　明けましておめでとうございます

　長崎県トラック協会の皆様におかれましては、御家族とともに、清々しい新春を迎えられたことと

心からお慶び申し上げます。

　また、皆様には、日頃より交通安全活動を始め、警察行政の各般にわたり、深い御理解と多大なる

御協力を賜っておりますことに対しまして、厚く御礼申し上げます。

　さて、県内の交通事故情勢については、発生件数、死者数、負傷者のいずれも前年と比較して増加

するという厳しい一年となりました。

　交通事故の内容を見てみますと、お亡くなりになった方の多くが高齢者であると同時に、高齢運転

者の関連する交通死亡事故の割合が高い水準で推移したこと、また、全死者の約３割が歩行中の事故

となっている等の特徴が見られます。高齢化が進行する中、加齢に伴う身体能力の低下や判断の遅れ

が事故のリスクを高めており、高齢運転者対策及び歩行者の安全を確保するための対策を講ずること

が喫緊の課題となっております。

　県警では、このような厳しい交通情勢を踏まえ、交通安全教育や交通指導取締りなどの交通安全対

策を強力に推進してまいります。特に道路を横断する歩行者の安全確保のための取組として、「安全

横断『手のひら運動』」及び「横断歩道『止まらんば運動』」について、更に広報啓発を行ってまいり

ますので、今後も皆様方の御協力をお願いいたします。

　交通事故のない安全・安心な道路環境を維持するためには、皆様がこれまで取り組んで来られた、

安全を最優先とした運行管理の推進が必要不可欠でございますので、引き続き、御協力をお願い申し

上げます。

　結びに、長崎県トラック協会のますますの御発展と皆様の御健勝、御多幸を祈念いたしまして、新

年の御挨拶とさせていただきます。
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新春のご挨拶
厚生労働省　長崎労働局�

� 局　長　倉　永　圭　介
　新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
　令和 ８年の年頭にあたり、長崎労働局の行政運営に対する会員の皆様の一方ならぬご理解とご協力
にあらためて御礼申し上げます。
　自動車運転者の労働条件の確保・改善については、2024年 ４ 月から適用された時間外労働の上限規
制や改正改善基準告示の定着を図るため、労働基準監督署において、長時間の荷待ちの改善や、改正
改善基準告示の遵守に向けた協力について、荷主企業に対する要請を実施しています。また、私自身
も、昨年12月に荷主企業、物流管理を担う企業、トラック輸送を担う企業の ３者の協力により休配日
の設定や到着時間指定の見直し、倉庫作業の効率化などを推進している現場を運輸支局とともに訪問
するなど、企業間の協力の重要性について情報発信や理解促進に努めてきました。令和 ８年 １月から
中小受託取引適正化法（取適法）が施行されることを受け、本年においても、あらゆる機会を通じて
荷主企業の理解促進や自動車運転者の労働環境の改善に取り組んでまいります。
　労働安全衛生の確保については、昨年公布されました、高年齢労働者の労働災害防止の推進を含む
改正労働安全衛生法及び作業環境測定法、治療と仕事の両立支援の推進を図る改正労働施策総合推進
法など、段階的に施行されることとなります。現在、第14次労働災害防止計画は ３年目となりますが、
本県の道路貨物運送事業における休業 ４日以上の労働災害の状況は、昨年10月末現在の速報値で81名
と前々年同期より ３名減少し、死亡災害は発生していません。荷役作業における安全確保を図るため、
引き続き、貴協会及び陸災防長崎県支部、関係事業者団体等とも連携し、荷主等に対して荷役作業の
安全対策ガイドラインの周知、普及に努める等の取組を進めてまいります。
　また、長崎県最低賃金は、令和 ７ 年12月 １ 日より時間給1,031円となりました。持続的な賃上げを
実現するためには、適切な価格転嫁や、企業の付加価値・生産性向上のための事業主への支援が重要
と考えており、賃金引上げを支援する「キャリアアップ助成金」等の各種支援パッケージの利用促進
に努めてまいります。加えて、ものづくり分野の生産現場の課題を解決するための公共職業訓練にお
ける「在職者訓練」や、生産管理、IoT・クラウド活用、組織マネジメントなど、企業の生産性を向
上させるために必要な知識などを習得するため、ポリテクセンター長崎（生産性向上人材育成支援セ
ンター）が実施する「生産性向上支援訓練」の活用促進を図ってまいります。
　本県の雇用情勢は、幅広い業種や職種で求人数が求職者数を上回る状況が続いており、「自動車運
転の職業」の新規求人倍率は2.61倍（令和 ６年11月～令和 ７年10月）と、少子高齢化のなか人手不足
は今後も続くと予想されます。人材確保に向けて道路貨物運送事業向けの企業説明会や面談会をハ
ローワークで定期的に実施するほか、関係機関や団体と合同で大規模開催するなど、新たに自動車運
転者等を志望する求職者の掘り起こしにも取り組んでいます。また、求人提出事業所にご協力いただ
き、職業相談や求人受理を行うハローワーク職員が、求人募集されている仕事の内容や施設の様子、
実際に扱う機器等についての知見を深め、求職者に対しより説得力を持った職業相談・提案等ができ
るよう、事業所見学会なども実施しています。引続き、求職者・求人者の一体的な支援を行い、求人
求職のマッチング促進による求人の充足支援など、事業主支援に一層取り組んでまいります。
　さらに、現在、職場におけるハラスメントを防止するための措置を講じることが事業主には義務付
けられていますが、あわせて、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメン
トを防止するために雇用管理上必要な措置を講じることが令和 ８年12月までに義務付けられることと
なりますので、施行までに説明会等で周知を図ってまいります。
　結びに、本年が皆様方にとりまして幸多き一年となりますよう祈念申し上げまして、年頭の挨拶と
させていただきます。
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貴社名

（業種　：　バス／タクシー／トラック／その他）

部署名

連絡先
ＴＥＬ：

email：

役職名 お名前

令和７年度 九州運輸局自動車事故防止セミナー 聴講申込書

日時：令和８年１月２７日（火） １３：００～１６：１０

会場：東市民センター（通称：なみきスクエア） なみきホール
福岡市東区千早４丁目２１番４５号（ＴＥＬ：０９２－６７４－３９８１）

【◆電車でのアクセス】

ＪＲ鹿児島本線・西鉄貝塚線

「 千早駅 」より徒歩１分

【◆バスでのアクセス】

西鉄バス「 千早駅 」バス停より徒歩１分

（ 系統番号 １，２，３，４ ）

西鉄バス「 名香野 」バス停より徒歩５分

（ 国道３号線経由）

【◆車をご利用の場合】

会場裏に専用駐車場、市営千早駅前駐車場が

あります。（どちらも有料）

※駐車場は数に限りがありますので

公共交通機関でお越しください。

４名以上の申し込みの際には、本紙をコピーのうえ２枚以上に分けてお送りください。

E-MAIL： kbt-qst0000000009@ki.mlit.go.jp
（九州運輸局自動車技術安全部 保安・環境課あて）

ＴＥＬ：０９２－４７２－２５４６
※個人情報の取扱について

１．ご提供をいただきました個人情報は、本セミナーの開催の管理のためのみ使用いたします。

２．個人情報は、第三者に開示、提供、預託することはありません。
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行政だより
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　令和 7年12月10日から長期プライムレートの引上げに連動して、近代化基金融資の貸出利率が次の

とおり変更された旨、全ト協を通じて取扱金融機関から通知がありましたのでお知らせ致します。

記

１．貸付利率

期　　　間 現行（改定前） 改定後

₁年以上～₃年以内

2.45％ 2.60％₃年超～₇年以内

₇年超～ １０ 年以内

₂．実施日

　　令和 7年12月10日

近代化基金融資貸出金利の
変更について

全ト協だより
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軽油価格の調査結果（10月分）
　10月中の軽油価格調査を実施した結果は次のとおりであります。購入契約の参考に利用して下さい。

₁．単純集計価格
区　分地区名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

九州（沖縄除） 123.93 113.84 127.45
全国（沖縄除） 124.94 113.08 124.07

₂．元売別集計価格〈九州（沖縄除）〉
区　分元売名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

ＥＮＥＯＳ 123.89 113.88 127.51
出光昭和シェル 128.88 114.45 122.91
キ グ ナ ス
コ ス モ 121.05 112.10 134.35
そ の 他 118.23 113.38 129.28

₃．月間購入量別価格〈九州（沖縄除）〉
区　分月間購入量 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

３０キロ
リットル未満 124.34 114.16 128.56
３０～５０キロ
リットル未満 114.10 114.75 118.94
５０～１００キロ
リットル未満 　 113.21 126.75
１００キロ
リットル以上 　 112.11 114.80

₄．支払期限別価格〈九州（沖縄除）〉
区　分支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

３０ 日 未 満 126.32 116.46 121.73
３０～６０日未満 122.68 113.83 128.53
６０ 日 以 上 129.49 111.53 120.90

₅．軽油価格推移〈九州（沖縄除）〉
区　分月　別 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

2025 年 ６ 月 122.72 111.27 124.02
2025 年 ７ 月 124.98 114.60 128.97
2025 年 ８ 月 127.02 115.17 128.78
2025 年 ９ 月 126.32 115.96 128.17
2025 年 10 月 123.93 113.84 127.45

※消費税抜きの価格
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国交省認定機関による運行管理者等講習の実施について

令和 ７年度の運行管理者基礎講習および一般講習が、下記のとおり開催されます。

インターネットまたはFAXにて実施機関に直接お申込みください。

【お申込み・お問い合わせ先】

◇（独法）自動車事故対策機構（ナスバ）長崎支所　TEL：095-821-8853

　インターネット予約　https://ks-yoyaku.nasva.go.jp/

◇㈱おんが自動車学校　TEL：093-293-2359　FAX：093-293-2427

　インターネット予約　https://koshukaiyoyaku.jp/sunsunschool

◇㈲新西海自動車学校　TEL：0959-27-0136　FAX：0959-27-1778

　インターネット予約　http://www.shinsaikai.com/class_unkan.html 

※申込用紙は、各実施機関のホームページよりダウンロードしてください。

 （自動車事故対策機構はインターネット予約のみ）

【受講手数料】

基礎講習：8,900円

一般講習：3,200円（協会会員は、全額助成金が適用されます。）

※自動車事故対策機構が実施する「ｅラーニング（ｅナスバ）」は、助成金の対象外となります。

講習開始後の返金はできません。当日会場受付にて、なるべくお釣りのないようお願いします。

【持ってくるもの】※今年度より、修了証明の方法が「手帳」から「修了証明書」に変わります。

運行管理者講習手帳（講習手帳をお持ちでない方は、写真１枚「縦3.0cm×横2.4cm」※サイズ厳守）

筆記用具、インターネット予約確認書又は一般講習受講予約申込書（※自動車事故対策機構、おんが自動車学校） 

【受付時間及び講習時間】※講師等の都合により時間が変更になることもあります。

※おんがDSのみ

実施機関 受付時間 区分 講習時間
おんが自動車学校 ９：00～ ９ ：30 一般講習 ９：30～16：00
新西海自動車学校 ９：30～10：00 一般講習 10：00～16：00

※自動車事故対策機構主催分はお問い合わせください。

1．基礎講習　※今年度の分は終了しました。

２．一般講習　

回　数 実施日 実施場所 定　員 主　催

第24回 １ 月15日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階 ナスバ長崎支所」 22名 自動車事故対策機構 長崎支所 ★

第25回 １ 月21日㈬ 佐世保市「佐世保市労働福祉センター」 50名 新西海自動車学校
第26回 １ 月30日㈮ 長崎市「県ト協研修会館」 80名 おんが自動車学校
第27回 ３ 月 ５ 日㈭ 長崎市「TBM長崎ビル11階 ナスバ長崎支所」 22名 自動車事故対策機構 長崎支所 ★

★は講師資格者の下、事前収録した動画を視聴する形式
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燃料価格高騰等に関する要望活動について

　長崎県トラック協会では、12月11日㈭に長崎県庁にて、馬場会長及び塚本副会長より、大石賢吾長

崎県知事あての要望書を渡辺大祐地域振興部長に提出いたしました。

　馬場会長は、「トラック運送事業者は、県民生活と経済活動を支える公共的物流サービスの担い手

として、その重要な使命を果たすべく日夜懸命に努力しているが、現在の業界を取り巻く環境は大変

厳しく、企業努力だけでは存続の危機にある。また、喫緊の課題である物価高騰や人件費の上昇によ

る経営悪化、ドライバー不足による輸送能力の低下等の諸課題について、業界努力だけでは乗り切れ

ないので、官民総力での対策をお願いしたい。」と切実な現状を説明した。

左から、渡辺地域振興部長、馬場会長、塚本副会長
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　去る12月 8 日㈪13時30分から、長崎市松原町「県ト協研修会館」において、委員10名が出席し、総

務委員会を開催しました。

　委員会は、事務局の開会で始まり、永野副会長の挨拶があり、議長に田川委員長を選出し、上程さ

れた議案について審議され、原案どおり承認されました。

第 3回総務委員会の開催状況について

永野副会長

塩塚副委員長・田川委員長
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第 4回理事会及び交付金運営委員会の開催状況について

日　時　令和 7年12月17日㈬　12：30～13：05

場　所　長崎市松原町２６５１－ ３ 「県ト協研修会館」

出席者　馬場会長ほか26名

協議事項

　⑴　新規加入事業者等の承認について

　⑵　令和７年度近代化基金融資推薦について

　⑶　就業規則等の一部改正（案）について

報告事項

　⑷　役員の辞任について

　⑸　交通安全キャンペーンへの参加について

　⑹　令和７年度運輸業界合同企業説明会について

　⑺　お仕事体験ブースへの出展について

　⑻　燃料価格高騰等に関する要望活動について

　⑼　令和８年新春講演会のご案内

　　　その他

　理事会は、原野事務局長の開会と定足数の報告で始まり、議長に馬場会長を選出し、上程された議

案について審議され、議案に一部意見が出され、その他については、原案通り承認されました。

馬場会長
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本年度の各助成事業の申請期限については、下記のとおりとしますのでお知らせします。
期日までの交付申請（事業によっては請求）がない場合は、助成ができませんのでご注意下さい。

１ ．環境対応車導入促進助成事業
・CNG、ハイブリット車
交付申請期限：令和 6年１２月20日㈮
実績報告期限：令和 8年 ２月２0日㈮

２．安全装置等導入助成事業
交付申請期限：令和 6年１２月２0日㈮
実績報告期限：令和 8年 ２月２0日㈮

３．ドライブレコーダー導入助成事業
交付申請期限：令和 6年１２月２0日㈮
実績報告期限：令和 8年 ２月２0日㈮

４．アイドリングストップ支援機器導入助成事業
交付申請期限：令和 6年１２月２0日㈮
実績報告期限：令和 8年 ２月２0日㈮

５．アルコール検知器導入助成事業
交付申請期限：令和 6年１２月20日㈮
実績報告期限：令和 8年 ２月２0日㈮

６．グリーン経営認証促進助成事業
交付申請期限：令和 6年１２月２0日㈮
実績報告期限：令和 8年 ２月20日㈮

７．信用保証料助成事業
交付申請期限：令和 8年 ２月２0日㈮

８．免許等取得促進助成事業
交付申請期限：令和 8年 １月３0日㈮
実績報告期限：令和 8年 ２月２0日㈮

９．SASスクリーニング検査助成事業
交付申請期限：令和 6年１２月２0日㈮
実績報告期限：令和 8年 ２月２0日㈮

１０．健康診断受診促進助成事業
交付申請期限：令和 8年 ２月20日㈮

１１．血圧計導入促進助成事業
交付申請期限：令和 6年１２月２0日㈮
実績報告期限：令和 8年 ２月２0日㈮

１２．中小企業大学校講座受講促進助成事業
交付申請期限：令和 6年１２月２0日㈮
実績報告期限：令和 8年 ２月20日㈮

13．働きやすい職場認証制度取得促進助成事業
交付申請期限：令和 6年12月20日㈮
実績報告期限：令和 8年 ２月20日㈮

令和 7年度

各助成事業の申請期限のお知らせ

実績報告書の提出期限（導入、装着から支払いまで完了）は、
令和 8年 ２月20日㈮まで‼
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今年度の事前申請受付は、終了しました！！
※免許等取得促進助成事業のみ、令和8年1月30日㈮までとなります。
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（※令和 ７年１０月 1 日より、運転者 1名につき800円）
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適性診断（初任･適齢）及び安全運転研修について 
 
令和７年度に実施する適性診断（初任・適齢）及び安全運転研修（講習）は下記のとおりです。 
お申し込みについては直接各実施機関へ行って下さい。 
講習の受講料は無料（協会が全額助成）となりますが、各講習会の受講者数に制限がありますのでご注意下さい。 

 ◆適性診断（初任・適齢）  ＊開催予定表A  
  ①開催場所・講習実施機関︓新西海自動車学校東長崎事務所（長崎県トラック協会研修会館） 

②診断日︓毎月（２月,３月を除く） 
  ③備考︓特定の運転者（新たに運転者として選任した者、６５才以上の運転者）が対象となる適性診断 

◆初任運転者向け  
・初任運転者特別指導講習会 ＊開催予定表B 

  ①開催場所・講習実施機関︓新西海自動車学校東長崎事務所（長崎県トラック協会研修会館） 
②講習日程︓2日間（年10回開催予定） 

  ③備考︓指導監督指針内容（12項目15時間）による座学（一部実車を用いた内容含む）での講習 

・安全運転研修（初任運転者コース） ＊開催予定表D 
  ①開催場所・講習実施機関︓おんが自動車学校（福岡県）  

②講習日程︓2日間（年８回開催予定） 
  ③備考︓指導監督指針内容（12項目15時間）及び安全確保に資する内容を含む実技を中心とした講習 

◆高齢運転者向け  
・高齢運転者安全運転研修 ＊開催予定表C 
①開催場所・講習実施機関︓新西海自動車学校（西海市）  
②講習日程︓１日間（年１回開催予定） 
③備考︓高齢運転者における安全運転意識向上及び運転技術の改善を図るための講習 

◆一般運転者向け 
・安全運転研修（一般運転者コース）＊開催予定表D 
①開催場所・講習実施機関︓おんが自動車学校（福岡県）  
②講習日程︓2日間（年8回開催予定） 
③備考︓指導監督指針内容（12項目）及びより安全確保に資する内容を含む実技を中心とした講習 

 ◆添乗指導者向け 
・添乗（同乗指導者研修） ＊開催予定表E 
①開催場所・講習実施機関︓おんが自動車学校（福岡県）  
②講習日程︓2日間（年１回開催予定） 
③備考︓運転者と同乗し、市街地走行などの運転行動を観察し指導ができる添乗者（同乗）育成のための研修  

※おんが自動車学校で開催する研修（開催予定表Ｄ）では、一部内容が初任運転者、一般運転者の同時受講となります。 
 
開催予定表                     

※行事等により日程が変更となる場合があります。 ※全ト協指定コースについての詳細は協会へお問合せ下さい。 

【お問い合わせ先】 長崎県トラック協会（担当︓岩﨑・川浪）︓ＴＥＬ 095－838－2281／ＦＡＸ 095－839－8508 
     新西海自動車学校 （担当︓横坂・植田）︓ＴＥＬ 0959－27－0136／ＦＡＸ 0959－27－1778 
     おんが自動車学校 （担当︓江頭・山口）︓ＴＥＬ 093－293－2359／ＦＡＸ 093－293－2427 

 診断・講習種類 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月

A 適性診断（初任･適齢） 15・16 21 9・10 15 26・27 17 6・7 18 16・17 14 

B 初任運転者特別指導講習会 17～18 22～23 11～12 16～17 28～29 18～19 8～9 19～20 18～19 15～16

C 高齢運転者安全運転研修  10 

D 一般･初任貨物運転者研修  24～25 
7～8 

14～15
5～6  6～7 11～12 8～9  17～18

E 添乗（同乗）指導者研修      27～28     

全

ト

協 

一般・初任運転者研修 12～14  21～23     15～17   

添乗・指導管理者研修  17～19  19～21       

一般・事故再発防止研修       18～20    



 
申  込  書 

（適性診断・初任運転者特別指導講習） 
 
申込日 令和    年    月    日 

                         

事業所名
（ フ リ ガ ナ ）

 （営業所名）                                                    

〒       － 

事 業 所 住 所                                         

申込責任者名                                        

連絡先（TEL）              （FAX）                   
※受付完了後に「受付済」の印を押して返信 FAX をしますので必ずご記入下さい。 

 
 フ リ ガ ナ 

適 性 診 断 

診断種類に☑ 

受診日を記入 

初 任 講 習 

(受講日を記入) 

☆適性診断受診日時

(自動車学校記入欄) 
受 講 者 氏 名 

    生 年 月 日  (年齢) 

１ 

 
□初任  □適齢 

（    月    日 ） 

 

□受診しない 

□受講する 

(   月   日～   月   日) 

 

□受講しない 

   月    日 
   

     時   分開始

 

 

 

昭和・平成    年   月   日(   歳) 

２ 

 
□初任  □適齢 

（    月    日 ） 

 

□受診しない 

□受講する 

(   月   日～   月   日) 

 

□受講しない 

   月    日 
   

     時   分開始

 

 

 

昭和・平成    年   月   日(   歳) 

３ 

 

□初任  □適齢 

（    月    日 ） 

 

□受診しない 

□受講する 

(   月   日～   月   日) 

 

□受講しない 

   月    日 
   

     時   分開始

 

 

 

昭和・平成    年   月   日(   歳) 

【実施場所】  長崎県トラック協会研修会館 （新西海自動車学校東長崎事務所）  
    所在地：長崎市松原町２６５１－３   

【適性診断お申し込みの方】 
※「受診日時」は原則として申込順に自動車学校が決定し通知いたします。 
※開始時間 10 分前にはお越しください。尚、時間に遅れた場合は受診できません。（受診時間は約 2 時間） 
○持 参 品    ①運転免許証  ②受診料金 事業所負担 1,000 円 （残りは県トラック協会の助成となります） 

【初任講習お申し込みの方】 

○受付時間  ８：３０～ ９：００    
○講習時間  ９：００～１７：３０ 
○持 参 品  筆記用具、ヘルメット及び手袋 （2 日目のみ必要） 
○そ の 他   ・昼食（弁当）を希望される方は当日に受付いたします。 

・申込期限は、開催日２日前 （ただし、定員になり次第締め切りとなります） 
 

☆ウイルス感染対策については各人でマスク着用等行って下さい。 
 

 
                         
                         

 
FAX 送信先 ０９５９-２７-１７７８ 

※ 

（ 受 付 済 印  ） 

新 西 海 自 動 車 学 校 
申  込  先   

 ※実施場所ではありませんのでお間違いのないようお願いします 

西海市西彼町上岳郷１２３８－３ 

TEL ０９５９-２７-０１３６ 

ＦＡＸ 



貨物自動車ドライバー等安全運転研修 申込書 

【ドライビングアカデミーＯＮＧＡ（おんが自動車学校）用】 
 
公益社団法人 長崎県トラック協会長 殿 

会社住所 〒   - 

会社名称  

営業所名  

代表者名  

担当者名  担当者携帯  

連 絡 先 TEL FAX 

弊社（店）従業員に対する安全運転研修を下記のとおり計画いたしましたので、申込書を提出致しま

す。 
 

１．希望コース（希望するコースを１つ選び、選択欄に ○ 印を付けてください。） 

№ 研 修 内 容 選択欄(〇印) 

1 一般運転者研修   2 日（13 時間）  
2 初任運転者研修   2 日（15 時間）  

3 
添乗（同乗）指導者研修  2 日（13 時間） 
※初任運転者に対する特別な指導の実技 20 時間以上の市街地走行などの運転行動を観察し、助言

指導ができるための研修 
 

  
２．受講者及び研修コース 

  ①希望研修コースは、上記１の 研修№ を記入してください。 
  ②受講者の日当交通費等については、助成の対象とはなっておりません。 

フ   リ   ガ   ナ 性

別 
年齢 生年月日 

採  用 
年月日 

希望研修コース 初任診断(希望者) 
別途診断料が必要です 受 講 者 氏 名 研修№ 講習日 

 男

女 

  

歳 

     年

 月  日

年

月  日
  

希望する・しない 

指導要領：要・不要 

 男

女 

  

歳 

     年

 月  日

年

月  日
  

希望する・しない 

指導要領：要・不要 

 
※交通費助成申請   □ 離島地区外：５千円   □ 離島地区（五島、上五島、壱岐、対馬）：１万円 

【 注 意 】 

 ※ 研修１回あたり１事業者２名まで 

※ 受講料（55,440 円）に係る助成金は協会から研修機関へ、交通費助成は会員へ交付します。 

※ 研修受講後は、速やかに実績報告書を提出して下さい。 

 ※ お申し込みは、当申込書を講習日の 10 日前までに、下記の研修施設へＦＡＸで提出してください。 

・ドライビングアカデミーＯＮＧＡ（おんが自動車学校）ＦＡＸ ０９３－２９３－２４２７ 

 ※初任診断で指導要領（管理者用）がご必要な場合は別途、発行料金（２００円）をいただきます。 

                                                                                               
○事務処理欄（記入しないでください。）                    受付印 
 



令和７年度（公社）全日本トラック協会女性部会九州ブロック研修会 in OITA
及び視察研修の開催状況について

　令和 ７年11月21日㈮15時より、大分県別府市の杉乃井ホテルにて「令和 ７年度（公社）全日本トラッ

ク協会女性部会九州ブロック研修会 in OITA」が開催され、長崎県トラック協会女性部会から会員

８名が出席しました。

　研修会は、九州ブロック女性協議会の松尾副会長（佐賀県トラック協会女性部会 部会長）の開会

に始まり、竹之内会長（宮崎県トラック協会女性部会 部会長）の主催者挨拶、大分県トラック協会

女性部会の加来部会長の開催県挨拶が行われた後、九州トラック協会 会長 馬渡 雅俊様による「物

流革新に向けた取組みの動向について」をテーマとした講演が行われました。

　講演後には、来賓の大分運輸支局 支局長 藤木 淳史 様、（公社）大分県トラック協会 会長 仲　

浩 様が祝辞を述べられました。また、（公社）全日本トラック協会女性部会 原 玲子部会長によるビ

デオメッセージが放映されました。

　続いて行われた交流会の中では、由布はさま太鼓による力強い太鼓の演舞が行われました。また、

次回開催県挨拶では、来年の開催県である当県の部会員がボードを使って参加を呼びかけました。

　翌22日㈯は視察研修を実施し、別府市にある大分香りの博物館で調香体験を行うなど、大いに親睦

を深めた ２日間となりました。

　来年度の研修会は、長崎県で開催される予定です。
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適正化だより

　安全性評価事業（Ｇマーク）は、「安全性に対する法令の遵守状況」、「事故や違反の状況」、「安全
性に対する取組の積極性」の ３ 項目について評価するもので、本年度は、全国で７,223事業所、長崎
県で43事業所（新規 ３、初回更新 ６、 ２ 回目更新 ９、 ３ 回目更新11、 ４ 回目更新10、 ５ 回目更新 ４）
が全国実施機関より安全性優良事業所として認定されました。
　本年度の認定により長崎県内では、193事業所が安全性優良事業所となりました。

２０２5年度
安全性評価事業に係る評価結果 43事業所

認定される

地区名 事業所名

長 崎 市 ヤマト運輸株式会社　長崎中央営業所

吉田海運株式会社　長崎営業所

株式会社ハート引越センター　長崎センター

株式会社城谷運輸　長崎営業所

セイノースーパーエクスプレス株式会社　長崎航空営業所

後藤ロジテック株式会社　本社営業所

株式会社ＫＩＴＳライン　長崎営業所

塩塚総合商事株式会社　本社営業所

諫 早 市 高陽輸送株式会社　長崎営業所

有限会社南串陸運　諫早営業所

有限会社今建運輸　本社

九州西濃運輸株式会社　長崎支店

丸は運送有限会社　本社

長崎丸善運輸株式会社　本社

有限会社カーブティック長崎　本社

有限会社本田産業　本社営業所

日本通運株式会社　諫早オペレーションセンター

大 村 市 株式会社ロジライン長崎　諫早営業所

セイノースーパーエクスプレス株式会社　大村営業所

有限会社尾上運送　本社営業所

有限会社丸野バンライン　大村営業所

島 原 市 有限会社大東運輸　本社営業所

佐世保市 株式会社ホームエネルギー九州　株式会社ホームエネル

ギー九州　佐世保センター

株式会社佐世保輸送サービス　本社営業所

有限会社大東運輸　佐世保営業所

大野運送株式会社　本社営業所

株式会社ニヤクコーポレーション　佐世保事業所

吉田海運株式会社　本社営業所

弘和輸送株式会社　佐世保事業所

株式会社東部運輸　本社営業所

株式会社ロジコム　佐世保営業所

ヤマト運輸株式会社　佐世保大野営業所

西 海 市 株式会社崎戸運送　西海営業所 ヤマト運輸株式会社　西海大瀬戸営業所

西彼杵郡 ヤマト運輸株式会社　長崎北営業所
九州西濃運輸株式会社　長崎西営業所

株式会社井石　本社営業所

東彼杵郡 幸運トラック株式会社　波佐見営業所

サンライト物流株式会社　本社営業所

株式会社田和通商　佐世保営業所

五 島 市 日本通運株式会社　長崎航空支店福江航空営業所

対 馬 市 ヤマト運輸株式会社　対馬比田勝営業所 弘和輸送株式会社　対馬事業所

2025年度安全性評価事業認定事業所（長崎県）
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　私は今までに交通事故に二度合ってしまって
ます。自分の置かれてる環境により、二度目は
考えさせられることが多かったので、体験記を
書こうと思いました。
　一度目は三十年ほど前に、友人 ４人でドライ
ブに行った時でした。友人の運転で交差点を右
折する際に、前の車につられて、まだ直進して
くる車がいたのに、確認せずに右折してしまい、
衝突しました。
　衝突する瞬間の記憶はなく、気付いた時には
車はかなり飛ばされていました。車内で ４人の
ケガの状況を確認しました。助手席にいた友人
がかなり出血をしていましたが、意識はしっか
りしていました。どなたかが、救急車を呼んで
くださり、一番ひどかった友人は運ばれていき
ました。残った軽傷の ３人で飛び散ったガラス
を竹ぼうきで掃除をしたことを覚えています。
　その時に車の流れを止めてしまい、渋滞を発
生させてしまったことを周りのドライバーの視
線で感じ取りました。幸い友人も私も問題なく、
他県だったため、皆でタク
シーにて帰りました。後日そ
れぞれで精密検査を受け終わ
りました。
　この時は、私はまだ免許を
とっておらず、まさか自分が
こんなに大きな事故に巻き込
まれるとは思いもしてなかっ
たので、ただただびっくりし
ただけだったのですが、今思
えば、直進で来た車がもっと
スピードが出ていたら、死者
が出ていたかもしれない、自
分も車から投げ出されて、大
怪我をしていたかもしれない
なと感じています。
　二度目の交通事故は去年で
す。この時は、交差点、青信
号で歩き出したところ右折し
てきた車が、私の右側からぶ
つかってきました。その車の
存在は分かっていました。い
つもは横断歩道を渡るとき、周りを見渡して横
断しているのですが、この時は交通量がかなり
多い交差点だったので、すぐにこちらにはこな
いだろうという思い込みと、あまり歩いたこと
のない道だったので、周りのお店が気になって、
しっかり確認ができてなかったんだと思います。
　車がぶつかってから、自問自答で【何が起こっ
た？】【私の体はどうなった？】となりましたが、
冷静に周りを見て判断することができました。
ぶつかってきた車から、明らかに焦ってパニッ
クになっている運転手の方が降りてきました。
そして口にしたのは「大丈夫ですか？」の後に
「どうしよう」「どうしよう」とパニックになっ
てました。
　幸い、出血や骨折はなさそうですが、道路に
叩きつけられたと思われ、左後頭部がものすご
い勢いで腫れてきてました。まずは、運転手の
方を落ち着かせなくてはと思い、「私は大丈夫
です。死ぬことはないので、落ち着いてくださ
い。」と伝えてみました。ぶつかってきた車が
ほかの車の走行に邪魔になっていたので、脇道

に置いてもらい、救急車は目撃者の方が呼んで
くれていたので、私も家族に連絡を取りました。
その後、運転手の方は保険会社に連絡をしてく
れていました。
　その時にまず感じたのは、こういう時こそ冷
静に対処しなければいけないと。運転手の方は
パニックになってしまっていましたが、私はそ
の方に直接は言いませんでしたが、「まずは救
護が先決。そして、救急車・警察・保険会社に
連絡でしょう」とつぶやきました。その後、病
院に運ばれて検査をしていただき、特に大きな
傷病はなかったので、安心しました。
　 ２回目の事故は、自分も家族を持ち、大人に
なっていましたので、たくさんのことを考えさ
せられました。まずは自分の不注意ではなくて
も、交通事故は防げれないということです。こ
の事故から、歩行時も車を気にするようになり
ました。
　そして、交通事故に合ってしまうと、家族や
周りの方に心配、迷惑をかけてしまうことを本

当に体感しました。逆の立場
の交通事故を起こした運転
手の方も同じです。その方は
明らかに前方不注意ですが、
その一瞬で相手を傷つけ、自
分も傷ついたと思います。
　私は運送会社で働くよう
になってから、交通事故の
ニュースに敏感になりまし
た。防ぎようのない事故、防
げた事故と、色々な事故が起
きています。防げる事故はド
ライバーの一瞬の判断間違
いや、運転中の気持ちの問題、
そして、多くは確認不足があ
げられると思います。
　いつもは出来ているのに、
たまたま出来なかった時に
事故は起きてる。逆を言えば、
できてなくても、タイミング
が良かったので、事故になら
なかったということが多々

あるのかもしれない。もちろん自分の運転もそ
うです。自分では気付いておらず、気を抜いて
いる瞬間があるのかもしれないです。事故に
合ってから、数週間は車を運転するということ
に、かなり慎重になっていましたが、人間は【慣
れ】てしまうと、いつもの運転に戻ってしまっ
ています。
　それを防ぐには、交通事故を想像したり、自
分に言い聞かせることで運転する気持ちを改め
るということしかできません。ドライバーの方
は仕事として長時間、交通事故の危険性と隣り
合わせです。本当に大変だと思いますが、私は
出発する際、点呼時に「安全に」と声を改めて
掛けることに注力するようにしています。
　一回目の事故ではここまで深く考えることが
できませんでしたが、今回の事故で子供達や、
周りの方に普通に生活しているだけで、交通事
故に合ってしまうことがあるということを伝え
れたらと思います。
　そして、大事な日常を守るため、自分の運転
も改めて気を引き締めたいと感じました。

（全国トラック交通共済協同組合連合会　令和 6年度事故防止対策体験記佳作入選作品）

ドライバー体験記

私の交通事故体験で
感じたこと

（中部）ホイテクノ物流㈱

安達　優子
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陸災防だより陸災防だより

荷役災害防止担当者研修（陸運事業者・荷主等向け）の開催状況について

　陸災防長崎県支部では、令和 ７年11月26日㈬長崎県トラック研修会館において標記研修を開催し、

会員事業場や荷主等から29名が参加しました。

　陸運業の労働災害の約 ７割は、トラックの荷台等からの墜落・転落等の荷役作業中に発生しており、

さらにその約７割は、荷主等（荷主、配送先、元請事業者等）の事業場で発生しています。

　このため、この研修では、荷主等の自社の労働者の労働災害防止対策にも参考となる墜落・転落災

害、フォークリフト、クレーン、ロールボックスパレット等による労働災害防止に関して、陸災防本

部 田畑裕司安全管理士・衛生管理士が分かりやすく解説しました。

田畑安全管理士・衛生管理士
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最大50万円（一部自己負担金あり）のレッカー搬送費用を負担いたします。

１１

九州トラック交通共済協同組合　長崎支所
〒850-0051
長崎県長崎市西坂町 2 - 3 　長崎駅前第一生命ビルディング 6階
電話番号　095-808-0090　　FAX番号　095-808-0127（担当　田崎）
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長崎ちゃんぽん……………759円（税込）
かつ丼………………………792円（税込）
中華飯………………………770円（税込）
トンカツ定食………………979円（税込）
エビフライ定食 ………1，012円（税込）
カツカレー…………………913円（税込）

各種定食・丼物・中華など豊富に
取り揃えております

7時～20時30分までご利用できます
（オーダーストップ 20時）
※土・日曜日のみ14時30分（オーダーストップ 14時）

6，400円（税込）
4，800円（税込）「朝食付」

3，600円（税込）

〒854‐0063諫早トラックステーション
長崎県諫早市貝津町1051‐12

TEL0957‐26‐8228 FAX0957‐26‐8236

大人 480円（税込）「小学生以下無料」
12時～22時まで（冬季10月～4月）
9時～22時まで（夏季5月～9月）

12時～22時まで

（トレーラ含）
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5 2 0
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かつ丼……………………1，0 3 0 円
中華飯……………………… 9 0 0 円
トンカツ定食……………1，4 0 0 円
カツカレー………………1，1 0 0 円
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分類 〇印欄 № 時　間 メディア 貸出可能数

1 21分 DVD 3

2 18分 DVD 3

3 21分 DVD 3

4 　初任運転者のためのトラックの安全運行 第4巻 ～危険予測運転の基本～ 21分 DVD 3

5 26分 DVD 1

6 18分 DVD 2

7 38分 DVD 2

8 22分 DVD 2

9 22分 DVD 2

10 30分 DVD 1

11 54分 DVD 1

12 　ドラレコ映像で学ぶ！事故の原因と対策 52分 DVD 1

13 25分 DVD 1

14 26分 DVD 1

15 29分 DVD 1

16 18分 DVD 1

17 21分 DVD 1

18 DVD 1

19 20分 DVD 1

20 DVD 1

21 22分 DVD 1

22 20分 DVD 1

23 DVD 6

24 27分 DVD 2

25 15分 DVD 1

26 DVD 1

27 DVD 1

28 　 一人でできる日常点検 17分 DVD 1

29 　 やっていますか安全点呼 18分 DVD 1

30    確実な点呼の実施方法 確認内容および留意点について 30分 DVD 2

31  　ストップ！車輪脱落事故 ～タイヤ交換作業の手順と方法～ DVD 2

32 DVD 1

33  　睡眠時無呼吸症候群の早期発見、早期治療 24分 DVD 1

34  　熱中症はこわくない！ 30分 DVD 1

35  　受けよう、活かそう！ストレスチェック 15分 DVD 1

36 DVD 6

37 DVD 1

38 DVD 1

39   交通事故０を目指して　～第４３回全国トラックドライバーコンテスト～ DVD 1

40 　全国トラックドライバー・コンテストマニュアル　～運転技能・整備点検編～　 20分 DVD 6

41 DVD 1

42 DVD 1

43 DVD 1

44 9分 DVD 1

※貸出確認

　　　　本

※返却確認

　　　　本

教 材 用 Ｄ Ｖ Ｄ  貸 出 申 込 一 覧 表

　　　　　当協会では、トラックドライバーの安全教育に役立つよう下記のとおり教材用DVD等を用意しております。職場内研修等に

 　　　是非ご活用ください。（貸出中の場合がありますので事前にお問い合わせください）

　　　≪申込先≫ （公社） 長崎県トラック協会 （担当　本村）　　TEL:095-838-2281　　FAX:095-839-8508

　　　　ご希望の教材に〇印をお願いします　　　　　※★は新たに追加したDVDです

題　　　　　　　　　　　名

ド
ラ
イ
バ
ー

教
育

　初任運転者のためのトラックの安全運行 第1巻 ～トラックドライバーの心構えと心得～

　初任運転者のためのトラックの安全運行 第2巻 ～トラックの構造的特徴と安全運転～

　初任運転者のためのトラックの安全運行 第3巻 ～心と体と安全運転～

　中型貨物車の安全知識

　大型トラックの安全運転

　大型貨物車の安全運転         

　エコドライブで安全運転　～省エネ運転のススメ～

　ヒヤリをなくして安全運転　～ヒヤリハット報告検討会の記録～

　 トラック運転者のための安全運転のポイント

　巻き込み事故 トラックの左折と死角

 　ドライブレコーダーからの警告！

 　安全なプロトラックドライバーを育てるマナーとモラル

 　安全なプロトラックドライバーを育てるマナーとモラル(応用編）

 　大丈夫ですか？高速道路の落下物

　 絶対にダメ！飲酒運転

　高齢者を交通事故の被害者としないために！

　その時あなたにできること　～交通事故現場における応急救護処置～

　目指せ！危険物輸送のスペシャリスト～移動タンク貯蔵所の安全対策～

　 運転中自然災害が…地震・雨・雪道での危険回避 ①一般道路編

 　運転中自然災害が…地震・雨・雪道での危険回避 ②高速道路編

点
検
整
備
・
運
行
管
理

　日常点検及び雪道対策（大型トラック編・小型トラック編）

　大型トラック・バス 車輪脱落防止のための正しい車輪の取扱いについて

　トレーラ日常点検

　トレーラ定期点検整備のすすめ　より安全なトレーラ運行を目指して

　運行管理者の責務と職務　～安全輸送は私が守る～

健
康
管
理

　事業用運転者における睡眠時無呼吸症候群（SAS)スクリーニングの重要性

そ
の
他

　引越の達人になろう

　上手な引越のコツ教えます

　交通事故０を目指して　～第４２回全国トラックドライバーコンテスト～

　もしもトラックがとまったら

　走れ！風になって未来へ～そして若者はトラックドライバーになった～

★いのち　つながれ「生命のメッセージ展」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  　（※の欄は記入しないでください）

　未来への道　　～トラックドライバーからのメッセージ～

事業者名

※受付

担当者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL:　　 　　　－　　　　　－　　　　　

※返却日

　　　　　　　／

貸出期間 　　　　　　年　　　　月　　　　日　 ～　　　　　　年　　　　月　　　　日　（ 最大2週間 ）
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ゆずりあい
心の余裕が

� 事故防ぐ
（関東）柴又運輸㈱

阿部　昭人
（全国トラック交通共済協同組合連合会　令和 6 年度事故防止対策標語優秀賞）

（公社）長崎県トラック協会

発　　行　　（公社）長崎県トラック協会
　　　　　　〒851－0131　長崎市松原町2651－₃
　　　　　　ＴＥＬ095－838－2281
　　　　　　ＦＡＸ095－839－8508

印 刷 所　　株式会社　昭 和 堂
　　　　　　諫早市長野町1007－₂
　　　　　　ＴＥＬ0957－22－6000
　　　　　　ＦＡＸ0957－22－6690

表紙写真：松の森天満宮：長崎市上西山町 4 - 3
諏訪神社、伊勢宮とともに長崎三社に数えられています。
1625年に今博多町に創建し、1656年に現在の地へ遷宮しました。 江戸時代より学問の神として信仰されています。
本殿の外囲いの瑞垣の欄干間にはめ込まれた30枚の板には、県指定有形文化財の職人尽が薄肉浮彫りされています。
正徳三年（1713年）、社殿改修の際に奉納されたもので、彫刻者は御用指物師喜兵衛、同藤右衛門です。下絵を描い
た画家は不詳であるが、当時の長崎奉行御用絵師の小原慶山ではないかと考えられています。天保三年（1832年）に
は、唐絵目利の石崎融思が彩色を施しました。職人風俗が精緻に描写されたこの彫り物は、歴史民俗資料としての価
値とともに美術品としても高く評価されています。菅原道真公を祀る天満宮で長崎の学問の神様として古くから人々
に親しまれてきました。受験シーズンには合格祈願の絵馬が多く奉納されます。

トラック広報 1月号　表紙2－3　K　稲　田中　了 背2㎜（決＊杉本）
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◎ 年頭のご挨拶
◎ 原油価格・物価高騰対策等にかかる
貨物運送事業継続のための緊急支援

◎ 九州運輸局自動車事故防止セミナー
◎ 各助成事業の申請期限のお知らせ
◎ 2025年度安全性評価事業
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